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(57)【要約】
　バイオメトリック認証のためのシステムおよび方法を
開示する。本発明を使用して、個人を認証することがで
きる。少なくとも2つの登録テンプレートが、異なる時
点で取得されてよい。後で、照会テンプレートが取得さ
れてよく、照会テンプレートは、登録テンプレートの各
々と、別々の異なる比較動作で比較されてよい。比較動
作から生じたマッチスコアが融合されて、合成マッチス
コアが提供されてよい。合成マッチスコアは、許容範囲
と比較されてよい。合成マッチスコアが許容範囲内であ
る場合は、個人は認証されてよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個人を認証する方法であって、
　第1の登録テンプレートを作成するために第1の時点で登録指の摩擦隆線面の一部を走査
するステップと、
　前記登録指を動かすステップと、
　第2の登録テンプレートを作成するために第2の時点で前記登録指の摩擦隆線面の一部を
走査するステップと、
　照会テンプレートを作成するために第3の時点で照会指の摩擦隆線面の一部を走査する
ステップと、
　前記照会テンプレートを前記第1の登録テンプレートと比較することによって第1のマッ
チスコアを作成するステップと、
　前記照会テンプレートを前記第2の登録テンプレートと比較することによって第2のマッ
チスコアを作成するステップと、
　合成マッチスコアを作成するために前記マッチスコアを数学的に融合するステップと、
　前記合成マッチスコアを許容範囲と比較するステップと、
　前記合成マッチスコアが前記許容範囲内である場合に前記個人を認証するステップと、
を含む方法。
【請求項２】
　前記登録指または前記照会指の摩擦隆線面の一部を走査するステップが、エリアアレイ
センサによって実施される、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記登録指または前記照会指の摩擦隆線面の一部を走査するステップが、超音波センサ
によって実施される、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記マッチスコアを数学的に融合するステップが、前記マッチスコアのうちの少なくと
も1つに重み付け係数を掛けて重み付きマッチスコアを提供することを含む、請求項1に記
載の方法。
【請求項５】
　前記重み付け係数が、前記登録テンプレートに関連する品質値に基づく、請求項4に記
載の方法。
【請求項６】
　前記登録テンプレートに関連する前記品質値が、登録プロセス中に決定された画像コン
トラストに基づく、請求項5に記載の方法。
【請求項７】
　前記登録テンプレートに関連する前記品質値が、登録プロセス中に決定された信号対雑
音比に基づく、請求項5に記載の方法。
【請求項８】
　前記マッチスコアを数学的に融合するステップが、前記合成マッチスコアを作成するた
めに前記重み付きマッチスコアを別の重み付きマッチスコアに加算するステップを含む、
請求項4に記載の方法。
【請求項９】
　前記個人を認証するステップが、前記個人がモバイルデバイス上のアプリケーションに
アクセスするのを可能にする、請求項1に記載の方法。
【請求項１０】
　前記個人を認証するステップが、前記個人がコンピュータを使用するのを可能にする、
請求項1に記載の方法。
【請求項１１】
　個人を認証するためのシステムであって、
　登録指の摩擦隆線面に対応する登録テンプレート、および照会指の摩擦隆線面に対応す
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る照会テンプレートを取得することができる1つまたは複数のバイオメトリックセンサと
、
　前記バイオメトリックセンサと通信しているデータベースであって、登録テンプレート
を記憶するデータベースと、
　前記データベースと通信しているコンピュータと、
を備え、前記コンピュータが、
　　前記照会テンプレートを第1の登録テンプレートと比較することによって第1のマッチ
スコアを作成するステップと、
　　前記照会テンプレートを第2の登録テンプレートと比較することによって第2のマッチ
スコアを作成するステップと、
　　合成マッチスコアを作成するために前記マッチスコアを数学的に融合するステップと
、
　　前記合成マッチスコアを許容範囲と比較するステップと、
　　前記合成マッチスコアが前記許容範囲内である場合に前記個人を認証するステップと
、
を行うようにプログラムされた、システム。
【請求項１２】
　前記センサがエリアアレイセンサである、請求項11に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記センサが超音波センサである、請求項11に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記マッチスコアを数学的に融合するステップが、前記マッチスコアのうちの少なくと
も1つに重み付け係数を掛けて重み付きマッチスコアを提供することを含む、請求項11に
記載のシステム。
【請求項１５】
　前記重み付け係数が、前記登録テンプレートに関連する品質値に基づく、請求項14に記
載のシステム。
【請求項１６】
　前記登録テンプレートに関連する前記品質値が、登録プロセス中に決定された画像コン
トラストに基づく、請求項15に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記登録テンプレートに関連する前記品質値が、登録プロセス中に決定された信号対雑
音比に基づく、請求項15に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記マッチスコアを数学的に融合するステップが、前記合成マッチスコアを作成するた
めに前記重み付きマッチスコアを別の重み付きマッチスコアに加算することを含む、請求
項14に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記個人を認証するステップが、前記個人がモバイルデバイス上のアプリケーションに
アクセスするのを可能にする、請求項11に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記個人を認証するステップが、前記個人がコンピュータを使用するのを可能にする、
請求項11に記載のシステム。
【請求項２１】
　個人を認証するためのシステムであって、
　第1の時点で第1の登録テンプレートを作成し、第2の時点で第2の登録テンプレートを作
成するために、登録指の摩擦隆線面の一部を走査するための手段と、
　照会テンプレートを作成するために第3の時点で照会指の摩擦隆線面の一部を走査する
ための手段と、
　前記照会テンプレートを前記第1の登録テンプレートと比較することによって第1のマッ
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チスコアを作成し、前記照会テンプレートを前記第2の登録テンプレートと比較すること
によって第2のマッチスコアを作成するための手段と、
　合成マッチスコアを作成するために前記マッチスコアを数学的に融合するための手段と
、
　前記合成マッチスコアを許容範囲と比較するための手段と、
　前記合成マッチスコアが前記許容範囲内である場合に前記個人を認証するための手段と
、
を備えるシステム。
【請求項２２】
　前記登録指の摩擦隆線面の一部を走査するための前記手段、または前記照会指の摩擦隆
線面の一部を走査するための前記手段が、エリアアレイセンサである、請求項21に記載の
システム。
【請求項２３】
　前記登録指の摩擦隆線面の一部を走査するための前記手段、または前記照会指の摩擦隆
線面の一部を走査するための前記手段が、超音波センサである、請求項21に記載のシステ
ム。
【請求項２４】
　前記マッチスコアを数学的に融合するための前記手段が、前記マッチスコアのうちの少
なくとも1つに重み付け係数を掛けて重み付きマッチスコアを提供する、請求項21に記載
のシステム。
【請求項２５】
　前記マッチスコアを数学的に融合するための前記手段が、前記登録テンプレートに関連
する品質値に基づいて前記重み付け係数を決定する、請求項24に記載のシステム。
【請求項２６】
　第1の登録テンプレートを作成するために第1の時点で登録指の摩擦隆線面の一部を走査
するステップと、
　第2の登録テンプレートを作成するために第2の時点で前記登録指の摩擦隆線面の一部を
走査するステップと、
　照会テンプレートを作成するために第3の時点で照会指の摩擦隆線面の一部を走査する
ステップと、
　前記照会テンプレートを前記第1の登録テンプレートと比較することによって第1のマッ
チスコアを作成するステップと、
　前記照会テンプレートを前記第2の登録テンプレートと比較することによって第2のマッ
チスコアを作成するステップと、
　合成マッチスコアを作成するために前記マッチスコアを数学的に融合するステップと、
　前記合成マッチスコアを許容範囲と比較するステップと、
　前記合成マッチスコアが前記許容範囲内である場合に前記個人を認証するステップと、
をコンピュータに行わせるための命令を記憶した、非一時的なコンピュータ可読ストレー
ジ媒体。
【請求項２７】
　前記命令が、前記登録指または前記照会指の摩擦隆線面の一部の走査を実施するようエ
リアアレイセンサに命令するステップを前記コンピュータに行わせる、請求項26に記載の
非一時的なコンピュータ可読ストレージ媒体。
【請求項２８】
　前記命令が、前記登録指または前記照会指の摩擦隆線面の一部を走査するよう超音波セ
ンサに命令するステップを前記コンピュータに行わせる、請求項26に記載の非一時的なコ
ンピュータ可読ストレージ媒体。
【請求項２９】
　前記命令が、前記マッチスコアのうちの少なくとも1つに重み付け係数を掛けて重み付
きマッチスコアを提供することによって前記マッチスコアを数学的に融合するステップを
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前記コンピュータに行わせる、請求項26に記載の非一時的なコンピュータ可読ストレージ
媒体。
【請求項３０】
　前記命令が、前記登録テンプレートに関連する品質値に基づいて前記重み付け係数を決
定するステップを前記コンピュータに行わせる、請求項29に記載の非一時的なコンピュー
タ可読ストレージ媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、2014年7月25日に出願された米国仮特許出願第62/029,265号、および2014年8
月18日に出願された米国仮特許出願第62/038,780号に対する優先権の利益を主張するもの
である。
【０００２】
　本開示は、個人を登録、認証、および確認する、デバイス、システム、および方法に関
する。
【背景技術】
【０００３】
　指紋センサを含めた、モバイルデバイス用のバイオメトリックセンサは、ますます小型
化しつつある。より小さいバイオメトリックセンサに向かう主要な推進力は、スマートフ
ォンなどのモバイル電子デバイスの普及からくる。モバイル電子デバイスはサイズに制限
があるので、指紋センサなどの構成要素もまた小さくなければならない。さらに、より多
くの構成要素がモバイル電子デバイスに組み込まれ、このモバイルデバイスの全体的なサ
イズは増大しないので、モバイルデバイスのサイズ制約内に収まるように構成要素のサイ
ズが縮小されなければならない。
【０００４】
　本発明について記述する目的で、本文書では指紋センサに焦点を合わせるが、本発明は
、バイオメトリックセンサの、この小さいサブセットに限定されない。指全体を取り込む
ことができる従来の指紋センサは通常、約1インチ×1インチの有効画像エリアを有する。
しかし、スマートフォン用の指紋センサの取込みサイズは一般にずっと小さく、約15mm×
6mm、9mm×4mm、8mm×3mm、5mm×5mm、およびより小さいサイズといった程度の有効画像
エリアを有する。したがって、スマートフォン上またはモバイルデバイス上の指紋センサ
はしばしば、指紋(たとえば、指の摩擦隆線面)のごく一部だけしか撮像することができな
い。
【０００５】
　指紋センサの有効エリアはしばしば指よりもずっと小さいので、指は、様々な配向およ
び位置でセンサの上に配置される可能性がある。登録プロセス中に取得された獲得済みの
指紋画像から生成された指紋テンプレート情報(テンプレートとも呼ばれる)が、照会時に
指紋から取得されたテンプレートと密接にマッチしない場合、モバイル電子デバイスの指
紋マッチング構成要素は、ユーザを適正に識別または確認することができない場合がある
。指紋マッチング構成要素がユーザを適正に確認できないとき、構成要素は、所望のタス
ク(モバイルデバイスをロック解除することまたは他の方法で使用することを含み得る)に
対する許可がないものとして、ユーザを誤って拒否することがある。
【０００６】
　実際の指紋画像を別の指紋画像とマッチさせるとは限らないことに留意されたい。そう
ではなく、指紋に関する情報を有するテンプレートが特徴抽出プロセスによって生み出さ
れてよく、テンプレートが相互と比較されて、マッチが存在するかどうか決定されてよい
。マッチングプロセスは、たとえば、マニューシャ(minutiae)マッチングまたはパターン
マッチング(キーポイントマッチングとしても知られる)プロシージャを利用することがで
きる。指紋テンプレートは、情報、たとえば、指紋画像内のマニューシャポイントまたは
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キーポイントに関する情報を含むことができる。
【０００７】
　本人拒否率を低減する試みがなされてきた。より一般的な解決法の1つは、登録時に、
指の画像に対応する複数のテンプレートを取得することを含む。登録プロセス中、ユーザ
は、繰り返し、たとえば10～15回、指を指紋センサ上に配置するよう求められる。各配置
の後、ユーザは、後続の画像が撮影される前に自分の指を「わずかに」動かすよう求めら
れる。この「繋ぎ合わせ(stitched)登録」プロセスは、ユーザにとって苛立たしいもので
ある可能性がある。
【０００８】
　この繋ぎ合わせ(stitching)技法の目標は、より小さい複数の画像を共に繋ぎ合わせる
ことによってフルサイズの登録画像を生み出すことである。しかし、この繋ぎ合わせ技法
が所望の利益を生むためには、ユーザは、登録プロセス中に前に撮像されなかった新しい
隆線構造がセンサによって撮像されるようにし、しかしなお前の画像との十分な重なりが
あるようにし、それにより指紋マッチング構成要素が2つの画像を相関させる(すなわち画
像を共に繋ぎ合わせる)ことができるようにして、自分の指を指紋センサ上に配置しなけ
ればならない。所望の量の重なりは常に生じるとは限らず、それにより、システムが登録
者を適正に識別する能力が弱まる。したがって、より小さい有効エリアを有するセンサの
場合には特に、モバイルデバイスのユーザを登録および検証する速度および精度の改善が
望まれる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　個人を認証する方法に関する実施形態を開示する。個人が認証された場合、個人は、デ
ータベースへのアクセス、コンピュータの使用、建物への入場、またはモバイルデバイス
上で実行されるソフトウェアアプリケーションへのアクセスなど、アクティビティに携わ
ることが許されてよい。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　そのような方法の1つでは、第1の登録テンプレートを作成するために、指の摩擦隆線面
など、登録バイオメトリックオブジェクト(すなわち、ユーザを認証システムに登録する
目的で提供されるバイオメトリックオブジェクト)が第1の時点で走査されてよい。登録バ
イオメトリックオブジェクトは動かされてよく、登録バイオメトリックオブジェクトは、
第2の登録テンプレートを作成するために第2の時点で走査されてよい。後に、照会バイオ
メトリック(すなわち、認証システムによって認証される目的で提供される、登録バイオ
メトリックオブジェクトと同じタイプまたは同じオブジェクトである可能性のあるバイオ
メトリックオブジェクト)が、照会テンプレートを提供するために第3の時点で走査されて
よい。走査は、超音波センサによって実施されてよい。いくつかの実装形態では、超音波
または容量性エリアアレイセンサが、走査の目的で使用されてよい。
【００１１】
　照会テンプレートを第1の登録テンプレートのみと比較することによって、第1のマッチ
スコアが作成されてよく、照会テンプレートを第2の登録テンプレートのみと比較するこ
とによって、第2のマッチスコアが作成されてよい。合成マッチスコアを作成するために
、マッチスコアが数学的に融合されてよく、合成マッチスコアは許容範囲と比較されてよ
い。合成マッチスコアが許容範囲内である場合は、個人は認証されてよい。
【００１２】
　マッチスコアを数学的に融合することは、マッチスコアの各々に重み付け係数を掛けて
重み付きマッチスコアを提供すること、および、重み付きマッチスコアを加算して合成マ
ッチスコアを作成することを含むことができる。重み付け係数は、登録テンプレートに関
連する品質値に基づくことができる。いくつかの実装形態では、登録テンプレートに関連
する品質値は、登録プロセス中に決定された画像コントラストに基づくことができる。い
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くつかの実装形態では、登録テンプレートに関連する品質値は、登録プロセス中に決定さ
れた信号対雑音比に基づくことができ、または、登録テンプレートの品質は、照会テンプ
レートがどれくらい登録テンプレートと重なるかに基づいて評価されてよい。
【００１３】
　一実施形態は、1つまたは複数のバイオメトリックセンサと、センサのうちの少なくと
も1つと通信しているデータベースと、データベースと通信しセンサのうちの1つまたは複
数とおそらく通信している1つまたは複数のプログラムされたコンピュータまたはプロセ
ッサと、を備えるシステムである。コンピュータまたはプロセッサは、前述の方法を実施
するようにプログラムされてよい。
【００１４】
　より一般的に言えば、システムの一実施形態は、
　(a)第1の時点で第1の登録テンプレートを作成し、第2の時点で第2の登録テンプレート
を作成するために、登録指の摩擦隆線面の一部を走査するための手段と、
　(b)照会テンプレートを作成するために第3の時点で照会指の摩擦隆線面の一部を走査す
るための手段と、
　(c)照会テンプレートを第1の登録テンプレートと比較することによって第1のマッチス
コアを作成し、照会テンプレートを第2の登録テンプレートと比較することによって第2の
マッチスコアを作成するための手段と、
　(d)合成マッチスコアを作成するためにマッチスコアを数学的に融合するための手段と
、
　(e)合成マッチスコアを許容範囲と比較するための手段(プログラムされたコンピュータ
であってよい)と、
　(f)合成マッチスコアが許容範囲内である場合に個人を認証するための手段(プログラム
されたコンピュータであってよい)と、
を有する。
【００１５】
　登録指の摩擦隆線面の一部を走査するための手段、または照会指の摩擦隆線面の一部を
走査するための手段は、エリアアレイセンサであってよい。登録指の摩擦隆線面の一部を
走査するための手段、または照会指の摩擦隆線面の一部を走査するための手段は、超音波
センサであってよい。
【００１６】
　マッチスコアを数学的に融合するための手段は、マッチスコアのうちの少なくとも1つ
に重み付け係数を掛けて、重み付きマッチスコアを提供することができる。マッチスコア
を数学的に融合するための手段は、登録テンプレートに関連する品質値に基づいて重み付
け係数を決定することができる。
【００１７】
　上で言及したコンピュータをプログラムするのに使用され得る一実施形態は、本明細書
に記載の方法を実施するための命令を記憶した非一時的なコンピュータ可読ストレージ媒
体であってよい。命令は、
　(a)第1の登録テンプレートを作成するために第1の時点で登録指の摩擦隆線面の一部を
走査すること、
　(b)第2の登録テンプレートを作成するために第2の時点で登録指の摩擦隆線面の一部を
走査すること、
　(c)照会テンプレートを作成するために第3の時点で照会指の摩擦隆線面の一部を走査す
ること、
　(d)照会テンプレートを第1の登録テンプレートと比較することによって第1のマッチス
コアを作成すること、
　(e)照会テンプレートを第2の登録テンプレートと比較することによって第2のマッチス
コアを作成すること、
　(f)合成マッチスコアを作成するためにマッチスコアを数学的に融合すること、
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　(g)合成マッチスコアを許容範囲と比較すること、および、
　(h)合成マッチスコアが許容範囲内である場合に個人を認証すること、
をコンピュータに行わせることができる。
【００１８】
　非一時的なコンピュータ可読ストレージ媒体上の命令は、登録指または照会指の摩擦隆
線面の一部の走査を実施するようエリアアレイセンサに命令することを、コンピュータに
行わせることができる。非一時的なコンピュータ可読ストレージ媒体上の命令は、登録指
または照会指の摩擦隆線面の一部を走査するよう超音波センサに命令することを、コンピ
ュータに行わせることができる。
【００１９】
　非一時的なコンピュータ可読ストレージ媒体上の命令は、マッチスコアのうちの少なく
とも1つに重み付け係数を掛けて重み付きマッチスコアを提供することによって、マッチ
スコアを数学的に融合することを、コンピュータに行わせることができる。
【００２０】
　非一時的なコンピュータ可読ストレージ媒体上の命令は、登録テンプレートに関連する
品質値に基づいて重み付け係数を決定することを、コンピュータに行わせることができる
。
【００２１】
　本発明の性質および目的をより完全に理解するために、添付の図面および後続の記述を
参照されたい。次に、添付の図面および図を参照しながら、本開示について非限定的な例
として述べる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１Ａ】個人を認証する方法を描く流れ図である。
【図１Ｂ】図1Aに記載の方法を図式的に表す図である。
【図１Ｃ】図1Aに記載の方法を図式的に表す図である。
【図２】コンピュータとデータベースとバイオメトリックセンサとを備える、個人を認証
するためのシステムを描く図である。
【図３】コンピュータとデータベースと1つまたは複数の登録および/または照会センサと
を備える、個人を認証するためのシステムを描く図である。
【図４】本開示の態様による、ユーザの指紋画像の登録の例示的な一実装形態を示す図で
ある。
【図５】本開示の態様による、ユーザの指紋画像の検証の例示的な一実装形態を示す図で
ある。
【図６】本開示の態様による、ユーザの指紋画像の登録の別の実装形態を示す図である。
【図７】本開示の態様による、ユーザの指紋画像の検証の別の実装形態を示す図である。
【図８Ａ】本開示の態様による、テンプレートリポジトリに記憶された指紋画像のセット
の例を示す図である。
【図８Ｂ】本開示の態様による、テンプレートリポジトリに追加されないものとすること
のできる拒否された指紋画像の例を示す図である。
【図９】本開示の態様による、対話式ユーザ指紋認証の方法を実装するように構成され得
るデバイスの例示的なブロック図である。
【図１０Ａ】本開示の態様による、対話式ユーザ指紋認証の方法を実装するための例示的
なフローチャートである。
【図１０Ｂ】本開示の態様による、指紋認証のステータスを決定する方法を実装するため
の例示的なフローチャートである。
【図１０Ｃ】本開示の態様による、指紋認証のステータスを決定する方法を実装するため
の別の例示的なフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
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　一実施形態は、個人(たとえば人間)を認証する方法を含み、これは、少なくとも2つの
登録テンプレートを取得して記憶し、後の時点で、これらの登録テンプレートの各々を、
別々の比較動作で照会テンプレートと比較することによって行われる。各登録テンプレー
トは、後日に認証されたいと望む可能性のある個人のバイオメトリックオブジェクト(た
とえば、指の摩擦隆線面)を記述する。登録テンプレートとは対照的に、照会テンプレー
トは、認証されたいと望む個人のバイオメトリックオブジェクト(たとえば、指の摩擦隆
線面)を記述し、この個人は、登録テンプレートのバイオメトリックオブジェクトを提供
した個人と同じであるかまたはそうでない場合がある。登録テンプレートおよび照会テン
プレートはそれぞれ、コンピュータ可読ファイルであってよく、これらのファイルは、こ
れらのファイルの生成元であったバイオメトリックオブジェクトに関する情報を有する。
これらのファイルは、表示モニタを介してバイオメトリックオブジェクトの画像を生成す
るのに十分な情報を含むことができる(しかし含む必要はない)。
【００２４】
　いくつかの実装形態では、登録テンプレートに含まれる情報は、他の登録テンプレート
中の情報と結合されない。たとえば、登録テンプレートは、通常ならセンササイズのみに
基づいて可能なはずのものよりも大きく「代表的な」指紋テンプレートを生み出すように
共に繋ぎ合わされた登録画像からのテンプレート情報を、含まなくてよい。そうではなく
、各登録テンプレートは、他の登録テンプレートから独立して扱われ使用されることが可
能である。個人が認証されたいと望むとき、個人から照会テンプレートが取得されてよく
、照会テンプレートは、登録テンプレートの各々と、別々に比較されてよい。たとえば、
照会テンプレート中に見られる特徴が、登録テンプレート中に見られる特徴と比較されて
よく、照会テンプレートと登録テンプレートとが相互とマッチすると宣言され得るかどう
かを評価するためにこれらの特徴間の類似性の程度が決定されてよい。類似性の程度は、
定量化されてマッチスコアとして表されてよい。したがって、マッチスコアは、登録テン
プレートがどれくらい照会テンプレートに類似するかを示すことができる。いくつかの実
装形態では、登録プロセス中に獲得された2つ以上の画像が、共に繋ぎ合わされて、登録
テンプレートのうちのいずれか1つを形成することができる。ハイブリッドアプローチで
は、繋ぎ合わされた画像に基づく1つまたは複数の登録テンプレートと、繋ぎ合わされな
い(たとえば単一)画像に基づく1つまたは複数のテンプレートとが、マッチング/確認プロ
セス中に使用されてよい。
【００２５】
　照会テンプレートを登録テンプレートの各々と比較することによって、比較の各々によ
って作成された情報からマッチスコアが生成されてよい。したがって、マッチスコアは、
登録テンプレートの各々について生成されてよい。マッチスコアは数学的に融合されて、
合成マッチスコアが作成されてよい。合成マッチスコアは、マッチスコアの作成に使用さ
れた照会テンプレートに関連付けられてよい。
【００２６】
　個人が認証されるべきかどうかを評価するために、許容範囲が識別されて、合成マッチ
スコアと比較されてよい。たとえば、合成マッチスコアが許容範囲と比較されてよく、合
成マッチスコアが許容範囲内である場合は、個人は認証されるものとすることができる。
しかし、合成マッチスコアが許容範囲内でない場合は、個人は認証されないものとするこ
とができる。
【００２７】
　認証されると、個人は、認証された人に許されるアクティビティに携わることが許され
てよい。たとえば、認証された個人は、コンピュータデータベースにアクセスすること、
コンピュータを使用すること、モバイル電子デバイスを使用すること、モバイルデバイス
上で実行されるソフトウェアアプリケーションにアクセスするかもしくは他の方法でそれ
を使用すること、または建物に入場すること、が許されてよい。
【００２８】
　本発明に関連して多くのタイプのバイオメトリックオブジェクトが使用され得るが、特
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に有用なバイオメトリックオブジェクトの1つは、指の摩擦隆線面である。登録テンプレ
ートおよび照会テンプレートの各々は、指の摩擦隆線面の一部を走査することによって取
得されてよい。エリアアレイセンサであってよい1つまたは複数の超音波指紋センサを、
この目的に使用することができる。この目的に適する超音波エリアアレイセンサの例が、
「Ultrasonic Fingerprint Scanning Utilizing a Plane Wave」という名称の米国特許第
7,739,912号に記載されている。
【００２９】
　ユーザを認証するための方法の全般的な概観を提供したが、次に、追加の詳細を提供す
る。本発明と一致する特徴をよりよく伝えるために、後続の本文とともに図を使用する。
【００３０】
　登録テンプレートは、指などの登録バイオメトリックオブジェクトから、異なる複数の
時点で取得されてよい。すなわち、登録テンプレートは、登録セッションの連続的な走査
中など、異なる複数の走査動作中に取得されてよい。走査動作間の登録バイオメトリック
オブジェクトの動きは、許容され、また有益である場合がある。たとえば、登録バイオメ
トリックオブジェクトを提供する個人は、第1の走査動作が完了した後、第2の走査動作が
開始する前に、登録バイオメトリックオブジェクトを動かすよう指示されてよい。このよ
うにすれば、登録テンプレートは、相互と著しく類似することはない可能性が高いことに
なる。しかし、2つ以上の登録テンプレートが著しく類似するか、さらには同一であって
もよいことに留意されたい。
【００３１】
　図1A、図1B、および図1Cを参照するが、第1の走査動作が行われる第1の時点で登録指の
摩擦隆線面の一部を走査する(10)ことによって、第1の登録テンプレートが取得されてよ
い。登録指はセンサに対して相対的に動かされてよく(13)、第2の走査動作中の第2の時点
で登録指の摩擦隆線面の一部を走査する(16)ことによって、第2の登録テンプレートが取
得されてよい。第1と第2の登録テンプレートは、摩擦隆線面の、異なる部分を描写するこ
とができる。したがって、場合によっては、第1と第2の登録テンプレートは、摩擦隆線面
の、重なる部分を描写することもあり、そうでないこともある。上記では登録テンプレー
トが2つだけ識別されるが、より多くの登録テンプレートが取得され使用されてもよい。
すなわち、本発明は、登録テンプレートを2つだけ収集し比較することに限定されない。
そうではなく、少なくとも2つの登録テンプレートが収集されることになるが、望まれる
なら、単一の個人について、より多くのテンプレートが収集され使用されてもよい。たと
えば、いくつかの実装形態では、指の、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、またはより多く
の登録テンプレートが、登録セッション中に生成されてよい。いくつかの実装形態では、
登録中にセンサの有効エリアに対する指の角度または向きがユーザに合図されて、様々な
角度の様々な登録テンプレートが獲得されてよい。合図された指の角度または向きは、た
とえばテンプレートに関連する合図された配向-角度メタデータとして、テンプレートご
とのテンプレート情報とともに記憶されてよい。
【００３２】
　登録テンプレートのセットが取得されて登録プロセスが完了した後、個人は、認証され
たいと望む場合がある。認証されるために、個人は、第3の走査動作が行われる(19)第3の
時点で、バイオメトリックオブジェクトを提示することができ(本明細書では、このバイ
オメトリックオブジェクトは「照会バイオメトリックオブジェクト」と呼ばれる)、それ
により、照会バイオメトリックオブジェクトに対応する照会テンプレートが作成される。
登録テンプレートは登録段階中に生成されてよい(10、16)が、第3の走査動作19は、認証/
確認段階中に行われてよい。照会バイオメトリックオブジェクトは、登録中に提示された
バイオメトリックオブジェクトと同じであるかまたはそうでない場合がある。照会テンプ
レートは、登録テンプレートの各々と、別々の比較動作中に比較されてよく(22、25)、こ
れは、同時にまたは別々の時点で行われてよい。各比較動作22、25はマッチスコアを作成
することができ、このマッチスコアは、照会テンプレートが登録テンプレートとマッチす
る程度を示す。すべての登録テンプレートと照会テンプレートとの間で比較が行われても



(11) JP 2017-526056 A 2017.9.7

10

20

30

40

50

よく、または、登録テンプレートの適正なサブセット(すなわち、個人についての登録テ
ンプレートのすべてよりも少ない)と照会テンプレートとの間で比較が行われてもよい。
【００３３】
　マッチスコアの各々は、照会テンプレートと登録テンプレートのうちの少なくとも1つ
との比較に対応するが、これらのマッチスコアは、数学的に融合されて、合成マッチスコ
アが作成されてよい(28)。マッチスコアを融合することは、単にマッチスコアを合計して
和を決定することによって達成されてもよい。しかし、マッチスコアを融合するよりよい
方式は、各マッチスコアに重みを掛けて重み付きマッチスコアを作成し、次いで、重み付
きマッチスコアを加算して合成マッチスコアを作成することを含むと考えられる。このよ
うにすれば、より大きい重みを有する登録テンプレートは、合成マッチスコアに対してよ
り多くの影響力を持つことになり、より小さい重みを有する登録テンプレートは、合成マ
ッチスコアに対してより少ない影響力を持つことになる。いくつかの実装形態では、重み
付け係数は、照会テンプレートと登録テンプレートのうちの1つまたは複数との間の重な
りの程度に基づくことができる。たとえば、テンプレートの各々に関連するテンプレート
情報間の重なりレベルがより高い(たとえば、登録画像と照会画像とがほぼ同一)ことをテ
ンプレート情報が示す場合は、照会テンプレートと登録テンプレートとの間でより大きい
重み付け係数が決定されてよく、一方、テンプレート情報間で重なりがほとんどまたはま
ったく生じないときは、より小さい重み付け係数が決定されてよい。照会テンプレートと
登録テンプレートのいずれかとの間の重み付け係数がより高いときは、合成マッチスコア
の精度もより高いものとすることができ、正しいマッチを決定する可能性が高まる。
【００３４】
　各登録テンプレートに対する重みは、個人を正確に認証する登録テンプレートの能力を
反映するように設計された基準に基づいて決定されてよい。たとえば、登録テンプレート
のいくつかが他の登録テンプレートよりも高品質であると考えられる場合は、より高品質
な登録テンプレートは、より大きい重みに関連付けられてよく、より低品質な登録テンプ
レートは、より小さい重みに関連付けられてよい。各登録テンプレートに、1つまたは複
数の品質値が関連付けられてよい。いくつかの実装形態では、各登録テンプレートの品質
には、登録プロセス中に決定された画像コントラストに基づく品質値が割り当てられてよ
い。いくつかの実装形態では、各登録テンプレートの品質には、登録プロセス中に決定さ
れた信号対雑音比に基づく品質値が割り当てられてよい。たとえば、より高い画像コント
ラストまたはより高い信号対雑音比を有する登録テンプレートには、より低い画像コント
ラストまたはより低い信号対雑音比を有する他の登録画像よりも、大きい重みが与えられ
てよい。または、登録テンプレートの品質は、照会テンプレートがどれくらい登録テンプ
レートと重なるかに基づいて評価されてもよい。いくつかの実装形態では、画像コントラ
ストに基づく品質値は、テンプレートを記憶する前に複数の谷領域の信号レベルから複数
の隆線領域の信号レベルを減算することによって、獲得された登録画像から決定されてよ
い。いくつかの実装形態では、信号対雑音比に基づく品質値は、獲得された登録画像の、
指の走査された領域中の最も大きい信号と、平均バックグラウンド信号(たとえば、画像
獲得中に超音波エネルギーが加えられない)との比率を生成することによって、決定され
てよい。いくつかの実装形態では、重なりの程度に基づく品質値は、あるテンプレート中
の、別のテンプレートに含まれる部分エリアを算出することによって、決定されてよい。
いくつかの実装形態では、1つまたは複数の品質値は、たとえばテンプレートに関連する
品質メタデータとして、テンプレートごとのテンプレート情報とともに記憶されてよい。
いくつかの実装形態では、品質値または品質スコアが低い場合、登録テンプレートは廃棄
されて、より高い品質スコアの登録テンプレートで置き換えられてよい。たとえば、ユー
ザは、登録段階中にセンサ上で指の位置を変えて代替の登録テンプレートを生成または作
成するよう指示されてよい。
【００３５】
　照会テンプレートに対応する合成マッチスコアの数学的融合および作成(28)が完了され
ると、合成マッチスコアは許容範囲と比較されてよい(31)。許容範囲は、認証されるべき
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個人を認証するように、しかし認証されるべきでない個人に対する認証は拒否するように
、選択されてよい。すなわち、特定の値範囲内の合成マッチスコアは認証されるべき個人
に概して対応すること、および、この範囲外の合成マッチスコアは認証されるべきでない
個人に概して対応することが、いくらかの経験に伴ってわかってくるであろう。たとえば
、許容範囲は、ある値以上の合成マッチスコアを有する個人を認証し、この値未満の合成
マッチスコアを有する個人に対する認証は拒否するように、設定されてよい。いくつかの
実装形態では、許容しきい値が認証範囲を定義することができ、したがって、合成マッチ
スコアが許容しきい値よりも高い場合は、ユーザは認証されることが可能であり、合成マ
ッチスコアが許容しきい値よりも低い場合は、ユーザは認証されない。いくつかの実装形
態では、許容範囲は、ユーザ依存の許容範囲であってよい。たとえば、許容しきい値は、
撮像困難な指を有するユーザ、または微小な指紋隆線を有するユーザに対応するように、
調整されるかまたは他の方法で適応されてよい。いくつかの実装形態では、ユーザ依存の
許容しきい値は、許容しきい値メタデータとして、他のテンプレート情報とともに各テン
プレートに記憶されてよい。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、登録プロセスは、登録テンプレートまたは獲得された画像デ
ータを共に繋ぎ合わせることなく、完了されてよい。そのような繋ぎ合わせ動作は、登録
プロセス中、困難でありコストがかかり個人にとって苛立たしいものであることがある。
繋ぎ合わせなしに登録を完了する能力を提供することによって、登録されたいと望む個人
は、重なる画像を取得する必要がないので、より迅速に登録されることが可能である。さ
らに、わずか2つの登録テンプレートを取得することによって登録プロセスを完了できる
可能性があり、登録テンプレートのどれも、重なる部分を有する必要はない。すなわち、
個人を認証システムに登録するのに使用されるバイオメトリックオブジェクトに関する情
報を取得するとき、このバイオメトリックオブジェクトの画像は、ある画像が別の画像と
重なるかどうかにかかわらず取得されてよい。したがって、繋ぎ合わされた画像が必要と
されないので、認証システムに登録されたいと望む個人は、より少ない登録テンプレート
の使用を介してより迅速に登録されることが可能であり、かつ/または、登録プロセスは
、より迅速に、より少ない計算時間で完了されることが可能である。いくつかの実装形態
では、登録テンプレートが1つずつ照会テンプレートとマッチさせられ、融合され、中間
の合成マッチスコアが生成されてよい。このようにすると、記憶済みの登録テンプレート
のサブセットのみを用いて十分に高い合成マッチスコアが生成された場合は、記憶済みの
すべてのテンプレートを使用することなく潜在的なユーザが認証されることが可能であり
、したがって、時間が節約され、レイテンシが改善され、電力が削減され、より迅速なア
クセスがユーザに許される。このアプローチでは、わずか1つの記憶済みテンプレートと
マッチさせる間は、中間の合成マッチスコアで十分であろうことに留意されたい。いくつ
かの実装形態では、最も高い品質値を有するテンプレート、または最も頻繁にユーザとう
まくマッチしたテンプレートを、早い順番に配置することによって、テンプレートマッチ
ングの順序を改善してレイテンシを低減することができる。テンプレートマッチングの順
序は、特定のユーザに対する認証/確認プロセスがうまく完了される回数が増えるにつれ
て、時間の経過に伴って進化することができる。
【００３７】
　図2は、個人を認証するためのシステム100を示すブロック図である。そのようなシステ
ムの1つは、1つまたは複数のバイオメトリックセンサ103と、情報を記憶する能力を有す
るメモリを含む少なくとも1つのデータベース106と、少なくとも1つのコンピュータまた
はプロセッサ109と、これらの構成要素103、106、および109のうちのいくつかまたはすべ
ての間に提供され得る通信リンク112とを有する。図2は、コンピュータまたはプロセッサ
109と、データベース106と、単一のバイオメトリックセンサ103とを備えるシステム100を
描いており、図3は、1つまたは複数の登録および/または照会センサ103を備えるシステム
100を描いている。センサ103はそれぞれ、エリアアレイセンサであってよい。センサ103
はそれぞれ、超音波エリアアレイセンサであってよい。図2に示す実装形態では、バイオ
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メトリックセンサ103は、モバイルデバイスなどにおいて見られることがあるように、登
録センサと照会センサの両方としての働きをすることができる。図3に示すように複数の
センサ103がシステム100中で使用されるときは、分散システム中で、センサ103/ESのうち
の1つまたは複数は、個人を登録して登録バイオメトリック(登録指など)から登録テンプ
レートを取得するのに使用されてよく、センサ103/ISのうちの他のセンサは、照会バイオ
メトリック(照会指など)から照会テンプレートを取得するのに使用されてよい。登録テン
プレートは、登録指の摩擦隆線面の特徴を記述する情報データセットを含むことができ、
照会テンプレートは、照会指の摩擦隆線面の特徴を記述する情報データセットを含むこと
ができる。
【００３８】
　システム100はデータベース106を備えることができ、データベース106は、少なくとも
登録バイオメトリックセンサ103/ESと通信し、おそらく照会バイオメトリックセンサ103/
ISと通信している。いくつかの実装形態では、データベース106は、リモートデータベー
スであってよい。いくつかの実装形態では、ローカルプロセッサの安全な部分の中のメモ
リなど、ローカルメモリが、データベースを保持するように構成されてよく、登録テンプ
レートや照会テンプレートなどのテンプレート情報を含むことができる。データベース10
6は、本開示の他の箇所では、テンプレートリポジトリと呼ばれることもある。システム1
00はコンピュータ109を備えることができ、コンピュータ109は、データベース106と通信
し、おそらく照会バイオメトリックセンサ103/ISと通信している。データベース106を使
用して、認証プロシージャ中にコンピュータ109によって使用され得る前述のような登録
テンプレート(およびおそらく照会テンプレート)を記憶することができる。コンピュータ
109は、照会テンプレートを第1の登録テンプレートと比較することによって第1のマッチ
スコアを少なくとも作成し、照会テンプレートを第2の登録テンプレートと比較すること
によって第2のマッチスコアを作成するように、プログラムされてよい。加えて、コンピ
ュータ109は、マッチスコア(重み付きマッチスコアである場合がある)を数学的に融合し
て合成マッチスコアを作成し、次いで合成マッチスコアを許容範囲と比較するように、プ
ログラムされてよい。コンピュータ109のプログラミングは、合成マッチスコアが許容範
囲内であるとコンピュータ109が決定した場合に、個人を認証する指示をコンピュータ109
が提供できるようなものであってよい。
【００３９】
　いくつかの指紋センサは、指紋全体を単一の走査で撮像するのに十分な有効エリアを有
する場合がある。より最近、プレミアム層セルフォン製造業者のいくつかからの指紋セン
サなど、ボタンベースの指紋センサの有効エリアは、サイズがずっと縮小され、しかも正
方形である。いくつかの超音波指紋センサは、長方形であり4mm×9mmや3mm×8mmなどの有
効エリアを有し、それにより、長方形のボタン中に含められることが可能であり、または
、セルフォンなどのモバイルデバイスのカバーガラスの奥にあり表示エリアの下にある小
さい領域に収まる。ユーザが認証中に自分の指をデバイスに対して多種多様な角度で配置
したい場合であっても、正方形または長方形の有効エリアを有するセンサは、モバイルデ
バイスを用いて自分の指を登録したユーザを正しくマッチさせ検証することが必要とされ
得る。現在の登録ポリシは、画像獲得中に指を本質的に同じ角度で位置決めしている間に
指を登録するようユーザに要求する場合がある。ユーザを確認できる精度および速度を低
下させることなく、どんな回転角度であろうとユーザの望む回転角度(たとえば、+/-45度
、+/-60度、+/-90度、180度、または他の角度)で、モバイルデバイスへのアクセスを得る
ための登録ユーザの確認を可能にすることが望ましい。
【００４０】
　小さい長方形のホームボタン中で使用するための小さい長方形の有効エリアを有する指
紋センサ、およびセルフォンの下部の認証指紋センサ、を用いた指登録およびマッチング
/確認シーケンスを改善するために、指の画像が獲得される間に指がセンサに対して回転
する状態で登録が行われることが可能である。ユーザは、登録アプリケーションによって
、指を様々な事前指定済みの位置(たとえば、0、+/-45、および+/-90度)で配置するよう
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指示されてよい。これは、指を単一の位置(すなわち垂直位置)で登録し、次いで異なる複
数の角度でマッチさせようと試みるシステムとは対照的である。長方形のセンサ上で指に
対して単一の向きを使用することの問題は、登録の結果として、登録画像(たとえばテン
プレート)とマッチ試行との間の重なりが最小限になることがあり、それにより、低いマ
ッチスコアが得られる可能性があり、そのため、許可ユーザが確認されずしたがって自分
のセルフォンへのアクセスが拒否される可能性が高まることである。マッチしきい値を下
げて低いマッチスコアを可能にすれば、詐欺師がシステムへのアクセスを得ることを許す
可能性があり、したがってそれは望ましくない。ここで提案されるように登録中に指の回
転を可能にし要求すれば、この問題が緩和される。これは、登録中に十分な指紋エリアが
確実に取り込まれるようにして、異なる複数の角度で(たとえば、0～360度の任意の角度
で)後続のマッチングを可能にし、登録画像のうちの少なくとも1つの間の最小限の角度差
を有するようにすることによって、行われる。登録された画像と、マッチさせる画像との
間の重なりを増大させることで、他人受入率(FAR)が改善され、本人拒否率(FRR)が低下す
る。いくつかの実装形態では、登録テンプレートは、指の登録中にユーザに要求されたオ
フセット角度(たとえば、0、+/-45、または+/-90度)を示す登録データフィールド(すなわ
ちメタデータ)で、増強されてよい。たとえば、合図された角度または指の向きが、メタ
データとして各テンプレートとともに記憶されてよい。加えて、適応技法がマッチングシ
ーケンスによって採用されてもよく、それにより、確認中に登録ユーザによって一般に使
用される指配向角度のリストを編集し、このリストを、対応する登録データフィールド中
で指定される合図された配向-角度メタデータとともに使用して、どの記憶済みテンプレ
ートを最初にマッチさせるのを試みるかについてマッチング/確認シーケンスをガイドす
る。この結果、より高い精度およびより低いレイテンシがもたらされる可能性がある。
【００４１】
　図4に、本開示の態様による、ユーザの指紋画像の登録の例示的な一実装形態を示す。
図4に示すように、ブロック202で、方法は指紋画像を取り込む。ブロック204で、方法は
、取り込まれた指紋画像から特徴キーポイントを抽出する。ブロック206で、方法は、取
り込まれた指紋画像に関して、特徴キーポイントのカバレッジおよび分布をチェックする
。特徴キーポイントによって指紋画像の十分なカバレッジがある(206_Yes)場合は、方法
はブロック208に進む。あるいは、特徴キーポイントによって指紋画像の不十分なカバレ
ッジがある(206_No)場合は、方法はブロック228に進む。ブロック208で、方法は、指紋画
像の特徴キーポイントの記述を抽出する。
【００４２】
　ブロック210で、方法は、取り込まれた指紋画像が最初の有効な指紋画像であるかどう
か決定する。取り込まれた指紋画像が最初の有効な指紋画像である(210_Yes)場合は、方
法はブロック212に進む。他方、取り込まれた指紋画像が最初の有効な指紋画像でない(21
0_No)場合は、方法はブロック214に進む。ブロック212で、方法は、指紋画像のテンプレ
ートをテンプレートリポジトリ222に追加し、次いでブロック228に進む。
【００４３】
　ブロック214で、方法は、取り込まれた指紋画像のテンプレートを、テンプレートリポ
ジトリ222中の画像の1つまたは複数のテンプレートとマッチさせることを試み、次いでブ
ロック216に進む。ブロック216で、方法は、取り込まれた指紋画像のテンプレートと、テ
ンプレートリポジトリ222中の1つまたは複数の画像のテンプレートとの間にマッチがある
かどうか決定する。マッチがある(216_Yes)場合は、方法はブロック224に進む。そうでは
なくマッチがない(216_No)場合は、方法はブロック218に進む。
【００４４】
　ブロック218で、方法は、テンプレートリポジトリ222中のユーザの指紋に関連するテン
プレート(指紋画像の記述)の数が最小テンプレート数を超えるかどうか決定する。いくつ
かの実装形態では、テンプレートは、1)特徴キーポイントの記述、2)マニューシャテンプ
レート、3)パターンマッチングテンプレート、またはこれらの任意の組合せ、のうちの少
なくとも1つを含むことができる。テンプレートの数が最小テンプレート数を超える(218_
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Yes)場合は、方法は登録段階(テンプレートリポジトリ収集段階とも呼ばれる)を出て、指
紋照会検証段階に進む。指紋照会検証段階については、図5に関連して後述する。あるい
は、テンプレートの数が最小テンプレート数を超えない(218_No)場合は、方法はブロック
220に進む。ブロック220で、方法は、指紋画像のテンプレートをテンプレートリポジトリ
222に追加し、次いでブロック228に進む。
【００４５】
　ブロック224で、方法は、重なる(マッチする)指紋画像を廃棄する。ブロック226で、方
法は、重なる指紋画像が正しい角度でマッチするかどうか決定する。重なる指紋画像が正
しい角度でマッチしようとそうでなかろうと、両方の状況で、方法はブロック228に進む
が、重なる指紋画像が正しい角度でマッチするかどうかの結果に応じて、異なるフィード
バックメッセージおよび/または指示がユーザに提供される場合がある。
【００４６】
　ブロック228で、方法は、アプリケーションレイヤにフィードバックを提供し、次いで
、ブロック230、232、および/または234のうちの1つまたは複数に進むことができる。ブ
ロック230では、アプリケーションレイヤは、重なる指紋画像が正しい角度でマッチしな
い場合に、指を適正な配向で整合させるようユーザに指示することができる。次いで方法
はブロック202に戻ることができる。ブロック232では、アプリケーションレイヤは、重な
る指紋画像が正しい角度でマッチする場合に、指を動かすようユーザに指示することがで
きる。加えて、アプリケーションレイヤは、ブロック206で決定されたように特徴キーポ
イントによって指紋画像の不十分なカバレッジがある場合に、指を動かしてセンサエリア
のより良いカバレッジを得るようユーザに指示することができる。ブロック232の後、方
法はブロック202に戻る。ブロック234では、アプリケーションレイヤは、登録進捗の更新
をユーザに提供することができる。たとえば、指紋画像のテンプレートがテンプレートリ
ポジトリ222にうまく追加された場合は、前方進捗がユーザに対して示されてよい。他方
、たとえば特徴キーポイントによる不十分なカバレッジのせいで、取り込まれた指紋画像
を方法が使用できない場合は、進捗バー(図示せず)は前進しないものとすることができ、
または、マイナス進捗がユーザに対して示されてよい。ブロック234の後、方法はブロッ
ク202に戻る。
【００４７】
　図5に、本開示の態様による、ユーザの指紋画像の検証の例示的な一実装形態を示す。
図5に示す例示的な実装形態では、ブロック302で、方法は指紋画像を取り込む。ブロック
304で、方法は、取り込まれた指紋画像から特徴キーポイントを抽出する。ブロック306で
、方法は、取り込まれた指紋画像に関して、特徴キーポイントのカバレッジおよび分布を
チェックする。特徴キーポイントによって指紋画像の十分なカバレッジがある(306_Yes)
場合は、方法はブロック308に進む。あるいは、特徴キーポイントによって指紋画像の不
十分なカバレッジがある(306_No)場合は、方法はブロック322に進む。ブロック308で、方
法は、指紋画像の特徴キーポイントの記述を抽出する。
【００４８】
　ブロック310で、方法は、取り込まれた指紋画像のテンプレートを、テンプレートリポ
ジトリ330中の画像の1つまたは複数のテンプレートとマッチさせることを試み、次いでブ
ロック312に進む。ブロック312で、方法は、取り込まれた指紋画像のテンプレートと、テ
ンプレートリポジトリ330中の画像の1つまたは複数のテンプレートとの間にマッチがある
かどうか決定する。マッチがある(312_Yes)場合は、方法はブロック316に進む。そうでは
なくマッチがない(312_No)場合は、方法はブロック314に進む。
【００４９】
　ブロック316で、方法は、重なる(マッチする)指紋画像を廃棄し、連続的なマッチがあ
るかどうかチェックする。ブロック318で、方法は、連続的なマッチの数をカウントする(
たとえば、5つの連続的なマッチ)。いくつかの実装形態では、連続的なマッチがあるかど
うかチェックする代わりに、方法は、ブロック316で、マッチのパーセンテージをチェッ
クすることができ、ブロック318で、複数のチェックのうちでマッチのパーセンテージ(マ
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ッチの80%など)をカウントすることができることに留意されたい。
【００５０】
　ブロック320で、方法は、マッチング出口基準が満たされたかどうか決定する。マッチ
ング出口基準が満たされようとそうでなかろうと、両方の状況で、方法はブロック322に
進むが、マッチング出口基準が満たされたかどうかの結果に応じて、異なるフィードバッ
クメッセージおよび/または命令がユーザに提供される場合がある。
【００５１】
　ブロック314で、方法は、テンプレートリポジトリ330中のテンプレートをソートする。
ブロック324で、方法は、指紋画像が、テンプレートリポジトリ330中の画像の既存のテン
プレートよりも良いテンプレートであるかどうか決定する。指紋画像が、テンプレートリ
ポジトリ330中の画像の既存のテンプレートの少なくとも1つよりも良いテンプレートであ
る(324_Yes)場合は、方法はブロック328に進む。あるいは、指紋画像が、テンプレートリ
ポジトリ330中の画像の既存のテンプレートの少なくとも1つよりも良いテンプレートでな
い(324_No)場合は、方法はブロック326に進む。
【００５２】
　ブロック326で、方法は、テンプレートリポジトリ中のユーザの指に関連するテンプレ
ートの数が最大テンプレート数を超えたかどうか決定する。テンプレートの数が最大テン
プレート数を超えた(326_Yes)場合は、方法はブロック322に進む。他方、テンプレートの
数が最大テンプレート数を超えていない(326_No)場合は、方法はブロック328に進む。ブ
ロック328で、方法は、テンプレートリポジトリ330中の最も悪いテンプレートを指紋画像
のテンプレートで置き換え、このテンプレートは新しいテンプレートと見なされる。次い
で、方法はブロック322に進む。
【００５３】
　ブロック322で、方法は、アプリケーションレイヤにフィードバックを提供し、次いで
、ブロック332、334、336、および/または338のうちの1つまたは複数に進むことができる
。ブロック332では、アプリケーションレイヤは、指を適正な配向で整合させるようユー
ザに指示することができる。次いで方法はブロック302に戻ることができる。ブロック334
では、アプリケーションレイヤは、ブロック306で決定されたように特徴キーポイントに
よって指紋画像の不十分なカバレッジがある場合に、指を動かしてセンサエリアのより良
いカバレッジを得るようユーザに指示することができる。ブロック334の後、方法はブロ
ック302に戻る。ブロック336では、アプリケーションレイヤは、登録および/または検証
進捗の更新をユーザに提供することができる。たとえば、連続的なマッチの数またはマッ
チのパーセンテージがマッチング出口基準を満たす場合は、前方進捗がユーザに対して示
されてよい。他方、たとえば特徴キーポイントによる不十分なカバレッジのせいで、また
はテンプレートリポジトリ中の最大テンプレート数を超えたせいで、取り込まれた指紋画
像を方法が使用できない場合は、進捗バー(図示せず)は前進しないものとすることができ
、またはマイナス進捗がユーザに対して示されてよい。ブロック336の後、方法はブロッ
ク302に戻る。ブロック338では、登録および/または検証が完了されたことがユーザに通
知されてよい。
【００５４】
　図6に、本開示の態様による、ユーザの指紋画像の登録の別の実装形態を示す。図6に示
す例では、ブロック402で、方法は指紋画像を取り込む。ブロック404で、方法は、取り込
まれた指紋画像が許容可能であるかどうか決定する。いくつかの実装形態では、図4のブ
ロック204および206で実施される方法が、ブロック404で実施されてよい。取り込まれた
指紋画像が許容可能である(404_Yes)場合は、方法はブロック406に進む。そうではなく、
取り込まれた指紋画像が許容可能でない(404_No)場合は、方法はブロック414に進む。
【００５５】
　ブロック406で、方法は、指紋画像のテンプレートを、テンプレートリポジトリ418に記
憶された画像の1つまたは複数のテンプレートと比較する。いくつかの実装形態では、図4
のブロック208および214で実施される方法が、ブロック406で実施されてよい。ブロック4
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08で、方法は、テンプレートリポジトリ418を指紋画像のテンプレートで更新するかどう
か決定する。いくつかの実装形態では、図4のブロック210、216、および218で実施される
方法が、ブロック408で実施されてよい。テンプレートリポジトリ418を指紋画像のテンプ
レートで更新すると決定された(408_Yes)場合は、方法はブロック410に進む。あるいは、
テンプレートリポジトリ418を指紋画像のテンプレートで更新しないと決定された(408_No
)場合は、方法はブロック412に進む。
【００５６】
　ブロック410で、方法は、テンプレートリポジトリ418を指紋画像のテンプレートで更新
する。いくつかの実装形態では、図4のブロック212および220で実施される方法が、ブロ
ック410で実施されてよい。ブロック412で、方法は、登録(テンプレートリポジトリ収集
段階とも呼ばれる)が完了されたかどうか決定する。いくつかの実装形態では、図4のブロ
ック218で実施される方法が、ブロック412で実施されてよい。登録が完了された(412_Yes
)場合は、方法はブロック416で終了する。そうではなく登録が完了されていない(412_No)
場合は、方法はブロック414に進む。
【００５７】
　ブロック414で、方法は、登録進捗のステータスに関するフィードバックをユーザに提
供し、次いでブロック402に進む。いくつかの実装形態では、図4のブロック228、230、23
2、および/または234で実施される方法が、ブロック414で実施されてよい。たとえば、方
法は、アプリケーションレイヤを介してフィードバックをユーザに提供することができる
。アプリケーションレイヤは、重なる指紋画像が正しい角度でマッチしない場合に、指を
適正な配向で整合させるようユーザに指示することができる。加えて、アプリケーション
レイヤは、重なる指紋画像が正しい角度でマッチする場合に、指を動かすようユーザに指
示することができる。アプリケーションレイヤはまた、ブロック404で決定されたように
指紋画像が許容可能でない場合に、指を動かしてセンサエリアのより良いカバレッジを得
るようユーザに指示することができる。さらに、アプリケーションレイヤは、登録進捗の
更新をユーザに提供することができる。指紋画像がテンプレートリポジトリ418にうまく
追加された後、前方進捗がユーザに対して示されてよい。他方、たとえば特徴キーポイン
トによる不十分なカバレッジのせいで、ブロック404で決定されたように指紋画像が許容
可能でない場合は、進捗バー(図示せず)は前進しないものとすることができ、またはマイ
ナス進捗がユーザに対して示されてよい。
【００５８】
　図7に、本開示の態様による、ユーザの指紋画像の検証の別の実装形態を示す。図7に示
すように、ブロック502で、方法は指紋画像を取り込む。ブロック504で、方法は、取り込
まれた指紋画像が許容可能であるかどうか決定する。いくつかの実装形態では、図5のブ
ロック304および306で実施される方法が、ブロック504で実施されてよい。取り込まれた
指紋画像が許容可能である(504_Yes)場合は、方法はブロック506に進む。そうではなく、
取り込まれた指紋画像が許容可能でない(504_No)場合は、方法はブロック514に進む。ブ
ロック506で、方法は、指紋画像のテンプレートを、テンプレートリポジトリ518に記憶さ
れた1つまたは複数の画像のテンプレートと比較する。いくつかの実装形態では、図5のブ
ロック308および310で実施される方法が、ブロック506で実施されてよい。
【００５９】
　ブロック508で、方法は、指紋マッチング基準が満たされたかどうか決定する。いくつ
かの実装形態では、図5のブロック312で実施される方法が、ブロック508で実施されてよ
い。指紋マッチング基準が満たされた(508_Yes)場合は、方法はブロック510に進む。他方
、指紋マッチング基準が満たされていない(508_No)場合は、方法はブロック513に進む。
【００６０】
　ブロック510で、方法は、テンプレートリポジトリ518を指紋画像で更新するかどうか決
定する。いくつかの実装形態では、図5のブロック314、324、および326で実施される方法
が、ブロック510で実施されてよい。テンプレートリポジトリ518を指紋画像のテンプレー
トで更新すると決定された(510_Yes)場合は、方法はブロック512に進む。あるいは、テン
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プレートリポジトリ518を指紋画像のテンプレートで更新しないと決定された(510_No)場
合は、方法はブロック513に進む。ブロック512で、方法は、テンプレートリポジトリ518
を指紋画像のテンプレートで更新し、ブロック513に進む。いくつかの実装形態では、図5
のブロック328で実施される方法が、ブロック512で実施されてよい。
【００６１】
　ブロック513で、方法は、指紋照会検証段階が完了されたかどうか決定する。いくつか
の実装形態では、図5のブロック316、318、および320で実施される方法が、ブロック513
で実施されてよい。指紋照会検証段階が完了されたと決定された(513_Yes)場合は、方法
はブロック516で終了する。そうではなく指紋照会検証段階が完了されていないと決定さ
れた(513_No)場合は、方法はブロック514に進む。
【００６２】
　ブロック514で、方法は、登録および/または検証進捗のステータスに関するフィードバ
ックをユーザに提供し、次いでブロック502に進む。いくつかの実装形態では、図5のブロ
ック322、332、334、および/または336で実施される方法が、ブロック514で実施されてよ
い。たとえば、方法は、アプリケーションレイヤを介してフィードバックをユーザに提供
することができる。アプリケーションレイヤは、指を適正な配向で整合させるようユーザ
に指示することができる。加えて、アプリケーションレイヤは、指を動かすようユーザに
指示することができる。アプリケーションレイヤはまた、ブロック504で決定されたよう
に指紋画像が許容可能でない場合に、指を動かしてセンサエリアのより良いカバレッジを
得るようユーザに指示することができる。さらに、アプリケーションレイヤは、登録およ
び/または検証進捗の更新をユーザに提供することができる。いくつかのマッチ成功が識
別された後、前方進捗、または登録および/もしくは検証完了メッセージが、ユーザに対
して示されてよい。他方、たとえば特徴キーポイントによる不十分なカバレッジのせいで
、ブロック504で決定されたように指紋画像が許容可能でない場合は、進捗バー(図示せず
)は前進しないものとすることができ、またはマイナス進捗がユーザに対して示されてよ
い。
【００６３】
　図8Aに、テンプレートリポジトリに記憶された指紋画像のセットの例を示す。いくつか
の実装形態では、指紋画像のセットに対応するテンプレートのセットが、テンプレートリ
ポジトリに記憶される。本開示の態様によれば、テンプレートは、1)特徴キーポイントの
記述、2)マニューシャテンプレート、3)パターンマッチングテンプレート、またはこれら
の任意の組合せ、のうちの少なくとも1つを含むことができる。図8Aに示すように、指紋
画像のセット602は、テンプレートリポジトリ中に収集されたユーザの複数の指紋画像に
対応する。いくつかの実装形態では、指紋画像のセット602中の各画像は、ユーザの単一
の指のセクションを表すことができる。いくつかの他の実装形態では、指紋画像のセット
602は、ユーザからの複数の指から収集された画像のセクションを表すことができる。図8
Bに、本開示の態様による、テンプレートリポジトリに追加されないものとすることので
きる拒否された指紋画像、または拒否された指紋画像のテンプレート、の例を示す。図8B
に示す例では、第1の指紋画像604は、この指紋画像中の特徴キーポイントの数が不十分な
せいで、拒否される場合がある。第2の指紋画像606は、テンプレートリポジトリ中のユー
ザの指紋画像のセット602に対して十分に重なる画像であり得るので、拒否される場合が
ある。
【００６４】
　図9に、本開示の態様による、対話式ユーザ指紋認証の方法を実装するように構成され
得るデバイスの例示的なブロック図を示す。デバイスは、図9に示すモバイルデバイス700
の1つまたは複数の特徴を含むことができる。いくつかの実施形態では、モバイルデバイ
ス700はワイヤレス送受信機721を備えることもでき、ワイヤレス送受信機721は、ワイヤ
レス通信ネットワークを介してワイヤレスアンテナ722経由でワイヤレス信号723を送受信
することができる。ワイヤレス送受信機721は、ワイヤレス送受信機バスインターフェー
ス720によってバス701に接続されてよい。ワイヤレス送受信機バスインターフェース720
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は、いくつかの実施形態では、ワイヤレス送受信機721と少なくとも部分的に統合されて
よい。いくつかの実施形態は、複数のワイヤレス送受信機721およびワイヤレスアンテナ7
22を備えることができ、それにより、対応する複数のワイヤレス通信標準、たとえば、IE
EE標準802.11の各バージョン、CDMA、WCDMA(登録商標)、LTE、UMTS、GSM(登録商標)、AMP
S、Zigbee、およびBluetooth(登録商標)などに従って、信号を送信および/または受信す
るのを可能にする。
【００６５】
　モバイルデバイス700はまた、SPSアンテナ758を介してSPS信号759を受信および獲得で
きるSPS受信機755を備えることもできる。SPS受信機755はまた、モバイルデバイスの場所
を推定するために、獲得されたSPS信号759を全体的または部分的に処理することもできる
。いくつかの実施形態では、SPS受信機755とともに、プロセッサ711、メモリ740、DSP712
、および/または特殊化されたプロセッサ(図示せず)も利用して、獲得されたSPS信号を全
体的もしくは部分的に処理すること、および/またはモバイルデバイス700の推定場所を算
出することができる。SPS信号または他の信号の記憶が、メモリ740またはレジスタ(図示
せず)中で実施されてよい。
【００６６】
　また図9に示すように、モバイルデバイス700は、バスインターフェース710によってバ
ス701に接続されたディジタル信号プロセッサ(DSP)712と、バスインターフェース710によ
ってバス701に接続されたプロセッサ711と、メモリ740とを備えることができる。バスイ
ンターフェース710は、DSP712、プロセッサ711、およびメモリ740と統合されてよい。様
々な実施形態で、コンピュータ可読ストレージ媒体上などのメモリ740に記憶された1つま
たは複数の機械可読命令の実行に応答して機能が実施されてよく、コンピュータ可読スト
レージ媒体は、少数の例を挙げるにすぎないが、RAM、ROM、FLASH、またはディスクドラ
イブなどである。1つまたは複数の命令は、プロセッサ711、特殊化されたプロセッサ、ま
たはDSP712によって実行可能であってよい。メモリ740は、本明細書に記載の機能を実施
するためにプロセッサ711および/またはDSP712によって実行可能なソフトウェアコード(
プログラミングコード、命令など)を記憶する、非一時的なプロセッサ可読メモリおよび/
またはコンピュータ可読メモリを含むことができる。特定の一実装形態では、ワイヤレス
送受信機721は、バス701を介してプロセッサ711および/またはDSP712と通信して、上で論
じられたようにモバイルデバイス700がワイヤレスSTAとして構成されるのを可能にするこ
とができる。プロセッサ711および/またはDSP712は、命令を実行して、後で図10に関して
論じられるプロセス/方法の1つまたは複数の態様を実行することができる。プロセッサ71
1および/またはDSP712は、図3から図8A～図8B、および図10A～図10Cに記載のような方法
および/または機能を実施することができる。
【００６７】
　また図9に示すように、ユーザインターフェース735は、たとえばスピーカ、マイクロフ
ォン、表示デバイス、振動デバイス、キーボード、タッチスクリーンなど、いくつかのデ
バイスのうちのいずれか1つを含むことができる。特定の一実装形態では、ユーザインタ
ーフェース735は、ユーザが、モバイルデバイス700上でホストされる1つまたは複数のア
プリケーションと対話するのを可能にすることができる。たとえば、ユーザインターフェ
ース735のデバイスは、ユーザからのアクションに応答して、アナログまたはディジタル
信号を、DSP712またはプロセッサ711によってさらに処理されるようにメモリ740に記憶す
ることができる。同様に、モバイルデバイス700上でホストされるアプリケーションは、
出力信号をユーザに対して提示するために、アナログまたはディジタル信号をメモリ740
に記憶することができる。別の実装形態では、モバイルデバイス700は、専用のオーディ
オ入出力(I/O)デバイス770を任意選択で備えることができ、オーディオI/Oデバイス770は
、たとえば、専用スピーカ、マイクロフォン、ディジタル-アナログ回路、アナログ-ディ
ジタル回路、増幅器、および/または利得制御を備える。別の実装形態では、モバイルデ
バイス700は、キーボードまたはタッチスクリーンデバイス上の接触または圧力に応答す
るタッチセンサ762を備えることができる。
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【００６８】
　モバイルデバイス700はまた、静止画または動画を取り込むための専用カメラデバイス7
64を備えることもできる。専用カメラデバイス764は、たとえば、撮像センサ(たとえば、
電荷結合素子またはCMOSイメージャ)、レンズ、アナログ-ディジタル回路、フレームバッ
ファなどを備えることができる。一実装形態では、取り込まれた画像を表す信号の追加の
処理、条件付け、符号化、または圧縮が、プロセッサ711またはDSP712において実施され
てよい。あるいは、専用ビデオプロセッサ768が、取り込まれた画像を表す信号の条件付
け、符号化、圧縮、または操作を実施することもできる。追加で、専用ビデオプロセッサ
768は、モバイルデバイス700上の表示デバイス(図示せず)上で提示されるように、記憶済
み画像データを復号/圧縮解除することもできる。
【００６９】
　モバイルデバイス700はまた、バス701に結合されたセンサ760を備えることもでき、セ
ンサ760は、たとえば、慣性センサおよび環境センサを含むことができる。センサ760の慣
性センサは、たとえば、加速度計(たとえば、3次元におけるモバイルデバイス700の加速
に集合的に応答する)、1つもしくは複数のジャイロスコープ、または、1つもしくは複数
の磁力計(たとえば、1つもしくは複数のコンパスアプリケーションをサポートするための
)を含むことができる。モバイルデバイス700の環境センサは、たとえば、少数の例を挙げ
るにすぎないが、温度センサ、気圧センサ、周囲光センサ、およびカメライメージャ、マ
イクロフォンを含むことができる。センサ760は、アナログまたはディジタル信号を生成
することができ、これらの信号は、1つまたは複数のアプリケーション、たとえば測位ま
たはナビゲーション動作を対象とするアプリケーションなどをサポートして、メモリ740
に記憶されDSPまたはプロセッサ711によって処理されてよい。
【００７０】
　特定の一実装形態では、モバイルデバイス700は、ワイヤレス送受信機721またはSPS受
信機755において受信されダウンコンバートされた信号のベースバンド処理を実施できる
専用モデムプロセッサ766を備えることができる。同様に、専用モデムプロセッサ766は、
ワイヤレス送受信機721による送信に向けてアップコンバートされるように、信号のベー
スバンド処理を実施することができる。代替実装形態では、専用モデムプロセッサを有す
る代わりに、ベースバンド処理は、プロセッサまたはDSP(たとえば、プロセッサ711また
はDSP712)によって実施されてもよい。
【００７１】
　図10Aに、本開示の態様による、対話式ユーザ指紋認証の方法を実装するための例示的
なフローチャートを示す。ブロック802で、方法は、ユーザの指紋画像を取り込む。ブロ
ック804で、方法は、取り込まれた指紋画像を使用して、指紋認証のステータスを決定す
る。ブロック806で、方法は、指紋認証のステータスに応答して、対話式フィードバック
をユーザに提供する。
【００７２】
　図10Bに、本開示の態様による、指紋認証のステータスを決定する方法を実装するため
の例示的なフローチャートを示す。ブロック812で、方法は、指紋画像の特徴キーポイン
トを抽出する。ブロック814で、方法は、特徴キーポイントの指紋カバレッジを決定する
。ブロック816で、方法は、特徴キーポイントのカバレッジが1つまたは複数のカバレッジ
基準を満たすことに応答して、特徴キーポイントの記述を抽出する。ブロック818で、方
法は、特徴キーポイントの指紋カバレッジが1つまたは複数のカバレッジ基準を満たさな
いことに応答して、指の場所を調整するようユーザに指示する。
【００７３】
　図10Cに、本開示の態様による、指紋認証のステータスを決定する方法を実装するため
の別の例示的なフローチャートを示す。ブロック822で、方法は、取り込まれた指紋画像
のテンプレートを、テンプレートリポジトリ中の1つまたは複数の画像のテンプレートと
比較する。本開示の態様によれば、テンプレートは、1)特徴キーポイントの記述、2)マニ
ューシャテンプレート、3)パターンマッチングテンプレート、またはこれらの任意の組合
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せ、のうちの少なくとも1つを含むことができる。加えて、2つの画像を比較することの記
述はまた、2つの画像のテンプレートを比較することを含む場合もある。ブロック824で、
方法は、テンプレートリポジトリを更新するかどうか決定する。本開示の態様によれば、
ブロック824で実施される方法はさらに、ブロック826、ブロック828、およびブロック830
で実施される方法を含むことができる。ブロック826では、方法は、指紋画像がテンプレ
ートリポジトリ中の1つまたは複数の画像とマッチすることに応答して、指紋画像を廃棄
する。ブロック828では、方法は、指紋画像のテンプレートがテンプレートリポジトリ中
の画像の1つまたは複数のテンプレートとマッチせず、テンプレートリポジトリ中の画像
のテンプレートの総数が所定の最小テンプレート数を超えないことに応答して、テンプレ
ートリポジトリを指紋画像のテンプレートで更新する。ブロック830で、方法は、指紋認
証進捗バーを使用して、指紋認証のステータスに関してユーザを更新する。
【００７４】
　本開示の態様によれば、方法はさらに、ブロック832およびブロック834に示すように、
指紋認証のステータスに応答して対話式フィードバックをユーザに提供することができる
。ブロック832では、方法は、指紋画像がテンプレートリポジトリ中の1つまたは複数の画
像と正しくない角度でマッチすることに応答して、指の配向を調整するようユーザに指示
する。ブロック834では、方法は、指紋画像がテンプレートリポジトリ中の1つまたは複数
の画像と正しい角度でマッチすることに応答して、指の場所を調整するようユーザに指示
する。
【００７５】
　本明細書に記載の方法は、特定の例に従う応用に応じて様々な手段によって実装されて
よい。たとえば、そのような方法は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、ま
たはこれらの組合せにおいて実装されてよい。ハードウェア実装形態では、たとえば、処
理ユニットは、1つまたは複数の特定用途向け集積回路(ASIC)、ディジタル信号プロセッ
サ(DSP)、ディジタル信号処理デバイス(DSPD)、プログラマブルロジックデバイス(PLD)、
フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコ
ントローラ、マイクロプロセッサ、電子デバイス、本明細書に記載の機能を実施するよう
に設計された他のデバイスユニット、またはこれらの組合せ、の内で実装されてよい。
【００７６】
　本明細書に含まれる詳細な記述のいくつかの部分は、特定の装置または専用のコンピュ
ーティングデバイスもしくはプラットフォームの、メモリ内に記憶された2進ディジタル
信号に対する動作の、アルゴリズムまたは象徴的表現の点から提示される。この特定の明
細書のコンテキストでは、特定の装置などの用語は、プログラムソフトウェアからの命令
に従って特定の動作を実施するようにプログラムされた後の汎用コンピュータを含む。ア
ルゴリズム的記述または象徴的表現は、信号処理または関連技術分野の当業者が他の当業
者に作業の内容を伝えるために使用する技法の例である。アルゴリズムは、ここでは、ま
た一般に、所望の結果につながる自己無撞着な動作シーケンスまたは類似の信号処理と考
えられる。このコンテキストでは、動作または処理は、物理量の物理的操作を含む。必須
ではないが通常、そのような量は、記憶、転送、結合、比較、または他の方法で操作され
ることが可能な、電気的または磁気的な信号の形をとることがある。そのような信号をビ
ット、データ、値、要素、シンボル、文字、用語、数字、数値などとして言及することが
、主に一般的な使用の理由で、時として好都合であることがわかっている。しかし、これ
らのまたは類似の用語はすべて、適切な物理量に関連付けられるものであり、好都合なラ
ベルにすぎないことを理解されたい。別段の明記がない限り、本明細書における考察から
明らかなように、本明細書全体を通して、「処理する」、「計算する」、「算出する」、
「決定する」などの用語を利用した考察は、専用コンピュータ、専用コンピューティング
装置、または類似の専用電子コンピューティングデバイスなど、特定の装置のアクション
またはプロセスを指すことを理解されたい。したがって、本明細書のコンテキストでは、
専用コンピュータまたは類似の専用電子コンピューティングデバイスは、専用コンピュー
タまたは類似の専用電子コンピューティングデバイスの、メモリ、レジスタ、もしくは他
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の情報記憶デバイス、伝送デバイス、または表示デバイス内で、電子的または磁気的な物
理量として通常表される信号を、操作または変形することができる。
【００７７】
　本明細書に記載のワイヤレス通信技法は、ワイヤレスワイドエリアネットワーク(WWAN)
、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)、ワイヤレスパーソナルエリアネットワ
ーク(WPAN)など、様々なワイヤレス通信ネットワークに関連するものであってよい。「ネ
ットワーク」と「システム」という用語は、本明細書では交換可能に使用される場合があ
る。WWANは、符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク
、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交周波数分割多元接続(OFDMA)ネットワー
ク、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC-FDMA)ネットワーク、またはこれらのネッ
トワークの任意の組合せなどであってよい。CDMAネットワークは、1つまたは複数の無線
アクセス技術(RAT)を実装することができ、ほんの少数の無線技術を挙げると、cdma2000
やワイドバンドCDMA(W-CDMA)などがある。ここで、cdma2000は、IS-95、IS-2000、および
IS-856標準に従って実装される技術を含むことができる。TDMAネットワークは、グローバ
ルシステムフォーモバイルコミュニケーションズ(GSM(登録商標))、ディジタルアドバン
ストモバイルフォンシステム(D-AMPS)、または他の何らかのRATを実装することができる
。GSM(登録商標)およびW-CDMAは、「第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)」とい
う名称のコンソーシアムからの文書に記載されている。cdma2000は、「第3世代パートナ
ーシッププロジェクト2(3GPP2)」という名称のコンソーシアムからの文書に記載されてい
る。3GPPおよび3GPP2文書は、公開されている。4Gロングタームエボリューション(LTE)通
信ネットワークもまた、一態様では、特許請求される主題に従って実装されてよい。WLAN
は、たとえばIEEE802.11xネットワークを含むことができ、WPANは、たとえばBluetooth(
登録商標)ネットワーク、IEEE802.15xを含むことができる。本明細書に記載のワイヤレス
通信実装形態はまた、WWAN、WLAN、またはWPANの、任意の組合せとの関連で使用されても
よい。
【００７８】
　別の態様では、前に言及したように、ワイヤレス送信機またはアクセスポイントがフェ
ムトセルを含むことができ、フェムトセルは、セルラー電話サービスをビジネスまたは家
庭に延長するのに利用される。そのような一実装形態では、1つまたは複数のモバイルデ
バイスが、たとえば符号分割多元接続(CDMA)セルラー通信プロトコルを介して、フェムト
セルと通信することができ、フェムトセルは、インターネットなど別のブロードバンドネ
ットワークを経由して、より大きいセルラー遠隔通信ネットワークへのアクセスをモバイ
ルデバイスに提供することができる。
【００７９】
　本明細書に記載の技法は、いくつかのGNSSのうちのいずれか1つ、および/またはGNSSの
組合せ、を含むSPSとともに使用されてよい。さらに、そのような技法は、「疑似衛星」
としての働きをする地上送信機、またはSVとそのような地上送信機との組合せ、を利用す
る、測位システムとともに使用されてもよい。地上送信機は、たとえば、PNコードまたは
他の測距コード(たとえば、GPSもしくはCDMAセルラー信号と同様の)をブロードキャスト
する地上ベースの送信機を含むことができる。そのような送信機には、リモート受信機に
よる識別を可能にするために、一意のPNコードが割り当てられてよい。地上送信機は、た
とえば、トンネル、鉱山、建物、都市の谷間、または他の閉じられたエリア中など、軌道
を周回するSVからのSPS信号が利用不可能かもしれない状況でSPSを増強するのに、有用な
場合がある。疑似衛星の別の実装形態は、無線ビーコンとして知られる。「SV」という用
語は、本明細書においては、疑似衛星、疑似衛星の均等物、およびおそらくその他として
の働きをする、地上送信機を含むものとする。「SPS信号」および/または「SV信号」とい
う用語は、本明細書においては、疑似衛星としてのまたは疑似衛星の均等物としての働き
をする地上送信機を含めた、地上送信機からのSPS様の信号を含むものとする。
【００８０】
　「および、ならびに(and)」、「または、もしくは(or)」という用語は、本明細書にお
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いては、それが使用されるコンテキストに少なくとも部分的に依存することになる様々な
意味を含む場合がある。通常、「A、B、またはC」など、リストを関連付けるのに使用さ
れる場合の「または、もしくは」は、「A、B、およびC」(ここでは包含的な意味で使用さ
れている)と、「A、B、またはC」(ここでは排他的な意味で使用されている)とを意味する
ものとする。本明細書の全体を通して「一例」または「例」に言及する場合、これは、例
との関連で記述される特定の特徴、構造、または特性が、特許請求される主題の少なくと
も1つの例に含まれることを意味する。したがって、本明細書全体にわたる様々な箇所で
「一例において」または「例」という語句が現れる場合、これらは、必ずしもすべてが同
じ例を指すとは限らない。さらに、特定の特徴、構造、または特性が、1つまたは複数の
例において組み合わせられる場合もある。本明細書に記載の例は、ディジタル信号を使用
して動作する機械、デバイス、エンジン、または装置を含むことがある。そのような信号
は、電子信号、光信号、電磁信号、または、場所間で情報を提供する任意の形のエネルギ
ー、を含み得る。
【００８１】
　現時点で例示的な特徴と考えられるものについて例証および記述したが、特許請求され
る主題を逸脱することなく、様々な他の修正が加えられてもよいこと、および均等物で代
用されてもよいことは、当業者には理解されるであろう。加えて、本明細書に記載の中心
概念を逸脱することなく、多くの修正を加えて、特定の状況を、特許請求される主題の教
示に適応させることもできる。したがって、特許請求される主題は、開示される特定の例
に限定されず、そのような特許請求される主題は、添付の請求項およびそれらの均等物の
範囲内に入るすべての態様も含み得るものとする。
【符号の説明】
【００８２】
　　100　個人を認証するためのシステム
　　103　バイオメトリックセンサ
　　103/ES　登録バイオメトリックセンサ
　　103/IS　照会バイオメトリックセンサ
　　106　データベース
　　109　コンピュータまたはプロセッサ
　　112　通信リンク
　　222　テンプレートリポジトリ
　　330　テンプレートリポジトリ
　　418　テンプレートリポジトリ
　　518　テンプレートリポジトリ
　　602　指紋画像のセット
　　604　拒否された指紋画像
　　606　拒否された指紋画像
　　700　モバイルデバイス
　　701　バス
　　711　プロセッサ
　　712　ディジタル信号プロセッサ(DSP)
　　720　ワイヤレス送受信インターフェース
　　721　ワイヤレス送受信機
　　722　ワイヤレスアンテナ
　　723　ワイヤレス信号
　　735　ユーザインターフェース
　　740　メモリ
　　755　SPS受信機
　　758　SPSアンテナ
　　759　SPS信号



(24) JP 2017-526056 A 2017.9.7

　　760　センサ
　　762　タッチセンサ
　　764　カメラデバイス
　　766　モデムプロセッサ
　　768　ビデオプロセッサ
　　770　オーディオ入出力(I/O)デバイス

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８Ａ】 【図８Ｂ】
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【図９】 【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】 【図１０Ｃ】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年1月26日(2017.1.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個人を認証する方法であって、
　指紋照会テンプレートと第1の指紋登録テンプレートとを比較することによって第1のマ
ッチスコアを作成するステップであって、前記第1の指紋登録テンプレートが、前記個人
に関連し、前記個人の登録指の摩擦隆線面の一部を走査することによって作成されたもの
であり、前記指紋照会テンプレートが、指の摩擦隆線面の一部を走査することによって前
に作成されたものである、ステップと、
　前記指紋照会テンプレートと第2の指紋登録テンプレートとを比較することによって第2
のマッチスコアを作成するステップであって、前記第2の指紋登録テンプレートもまた前
記個人に関連し、前記個人の前記登録指の前記摩擦隆線面の別の一部を走査することによ
って作成されたものである、ステップと、
　合成マッチスコア合計を作成するために複数のマッチスコアを合計するステップであっ
て、
　　前記第1のマッチスコアおよび前記第2のマッチスコアが、前記複数のマッチスコアの
うちのマッチスコアであり、
　　各マッチスコアが、前記指紋照会テンプレートを、前記個人に関連する複数の指紋登
録テンプレートのうちの異なる指紋登録テンプレートと比較することによって作成された
ものであり、
　　前記第1の指紋登録テンプレートおよび前記第2の指紋登録テンプレートが、前記複数
の指紋登録テンプレートに含まれ、
　　前記複数のマッチスコアのうちの前記少なくとも1つのマッチスコアが、前記複数の
マッチスコアのうちのその他のマッチスコアに加算される前に、重み付け係数を掛けられ
て、前記合成マッチスコア合計が作成される、ステップと、
　前記合成マッチスコア合計を許容範囲と比較することによって前記個人を認証するステ
ップと、
を含み、
　各重み付け係数が、前記重み付け係数を掛けられることになる前記マッチスコアが作成
された前記指紋登録テンプレートに関連する品質値に基づき、
　前記品質値が、前記品質値に関連する前記指紋登録テンプレートの画像コントラストと
、前記品質値に関連する前記指紋登録テンプレートの信号対雑音比と、前記指紋照会テン
プレートがどれくらい前記品質値に関連する前記指紋登録テンプレートと重なるかと、か
らなるグループから選択された1つまたは複数のアイテムに基づく、
方法。
【請求項２】
　前記指紋照会テンプレートが、エリアアレイセンサによって実施された指の摩擦隆線面
の一部の走査を表すデータに基づく、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記指紋照会テンプレートが、超音波センサによって実施された指の摩擦隆線面の一部
の走査を表すデータに基づく、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記複数のマッチスコアのうちの各マッチスコアが、前記複数のマッチスコアのうちの
その他のマッチスコアに加算される前に、対応する重み付け係数を掛けられて、前記合成
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マッチスコア合計が作成される、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記指紋照会テンプレートが前記指紋登録テンプレートのうちの1つまたは複数よりも
良い品質であると決定するステップと、
　最も品質の悪い指紋登録テンプレートを廃棄するステップと、
　前記廃棄された指紋登録テンプレートを前記指紋照会テンプレートで置き換え、それに
より前記指紋照会テンプレートを前記指紋登録テンプレートのうちの1つにするステップ
と、
をさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　各指紋登録テンプレートに関連する前記品質値が、前記品質値に関連する前記指紋登録
テンプレートの前記画像コントラストに基づく、請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　各指紋登録テンプレートに関連する前記品質値が、前記品質値に関連する前記指紋登録
テンプレートの前記信号対雑音比に基づく、請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　各指紋登録テンプレートに関連する前記品質値が、前記指紋照会テンプレートがどれく
らい前記品質値に関連する前記指紋登録テンプレートと重なるかに基づく、請求項1に記
載の方法。
【請求項９】
　前記認証に基づいて、前記個人がモバイルデバイスにアクセスするのを可能にするステ
ップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１０】
　前記認証に基づいて、前記個人がコンピュータにアクセスするのを可能にするステップ
をさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１１】
　個人を認証するためのシステムであって、
　指紋登録テンプレートデータベースであって、両方とも前記個人に関連する第1の指紋
登録テンプレートおよび第2の指紋登録テンプレートを含む複数の指紋登録テンプレート
を記憶し、前記第1の指紋登録テンプレートが、前記個人の登録指の摩擦隆線面の一部を
走査することによって作成されたものであり、前記第2の指紋登録テンプレートが、前記
個人の前記登録指の前記摩擦隆線面の別の一部を走査することによって作成されたもので
ある、指紋登録テンプレートデータベースと、
　少なくとも1つのプロセッサおよびメモリと、
を備え、前記少なくとも1つのプロセッサが、前記指紋登録テンプレートデータベースお
よび前記メモリと通信しており、前記メモリが、
　　指の摩擦隆線面の一部を走査することによって作成された指紋照会テンプレートを取
得するステップと、
　　前記指紋照会テンプレートを前記第1の登録テンプレートと比較することによって第1
のマッチスコアを作成するステップと、
　　前記指紋照会テンプレートを前記第2の登録テンプレートと比較することによって第2
のマッチスコアを作成するステップと、
　　合成マッチスコア合計を作成するために複数のマッチスコアを合計するステップであ
って、
　　　前記第1のマッチスコアおよび前記第2のマッチスコアが前記複数のマッチスコアの
うちのマッチスコアであり、
　　　各マッチスコアが、前記指紋照会テンプレートを、前記個人に関連する複数の指紋
登録テンプレートのうちの異なる指紋登録テンプレートと比較することによって作成され
、
　　　前記第1の指紋登録テンプレートおよび前記第2の指紋登録テンプレートが、前記複
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数の指紋登録テンプレートに含まれ、
　　　前記複数のマッチスコアのうちの少なくとも1つのマッチスコアが、前記複数のマ
ッチスコアのうちのその他のマッチスコアに加算される前に、重み付け係数を掛けられて
、前記合成マッチスコア合計が作成される、ステップと、
　　前記合成マッチスコア合計を許容範囲と比較することによって前記個人を認証するス
テップと、
を前記少なくとも1つのプロセッサに行わせるためのコンピュータ実行可能命令を記憶し
、
　各重み付け係数が、前記重み付け係数を掛けられることになる前記マッチスコアが作成
された前記指紋登録テンプレートに関連する品質値に基づき、
　前記品質値が、前記品質値に関連する前記指紋登録テンプレートの画像コントラストと
、前記品質値に関連する前記指紋登録テンプレートの信号対雑音比と、前記指紋照会テン
プレートがどれくらい前記品質値に関連する前記指紋登録テンプレートと重なるかと、か
らなるグループから選択された1つまたは複数のアイテムに基づく、
システム。
【請求項１２】
　前記指紋照会テンプレートを取得するように構成されたバイオメトリックエリアアレイ
センサをさらに備える、請求項11に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記指紋照会テンプレートを取得するように構成された超音波センサをさらに備える、
請求項11に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記複数のマッチスコアのうちの各マッチスコアが、前記複数のマッチスコアのうちの
その他のマッチスコアに加算される前に、対応する重み付け係数を掛けられて、前記合成
マッチスコア合計が作成される、請求項11に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記メモリがさらに、
　前記指紋照会テンプレートが前記指紋登録テンプレートのうちの1つまたは複数よりも
良い品質であると決定するステップと、
　最も品質の悪い指紋登録テンプレートを廃棄するステップと、
　前記廃棄された指紋登録テンプレートを前記指紋照会テンプレートで置き換え、それに
より前記指紋照会テンプレートを前記指紋登録テンプレートのうちの1つにするステップ
と、
を前記少なくとも1つのプロセッサにさらに行わせるためのコンピュータ実行可能命令を
記憶した、請求項11に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記指紋登録テンプレートの各々に関連する前記品質値が、前記品質値に関連する前記
指紋登録テンプレートの前記画像コントラストに基づく、請求項11に記載のシステム。
【請求項１７】
　各指紋登録テンプレートに関連する前記品質値が、前記品質値に関連する前記指紋登録
テンプレートの前記信号対雑音比に基づく、請求項11に記載のシステム。
【請求項１８】
　各指紋登録テンプレートに関連する前記品質値が、前記指紋照会テンプレートがどれく
らい前記品質値に関連する前記指紋登録テンプレートと重なるかに基づく、請求項11に記
載のシステム。
【請求項１９】
　前記メモリがさらに、前記認証に基づいて前記個人がモバイルデバイス上のアプリケー
ションにアクセスするのを可能にするステップを前記少なくとも1つのプロセッサに行わ
せるための命令を記憶した、請求項11に記載のシステム。
【請求項２０】
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　前記メモリがさらに、前記認証に基づいて前記個人がコンピュータを使用するのを可能
にするステップを前記少なくとも1つのプロセッサに行わせるための命令を記憶した、請
求項11に記載のシステム。
【請求項２１】
　個人を認証するためのシステムであって、
　第1の指紋登録テンプレートおよび第2の指紋登録テンプレートを取得するための手段で
あって、前記第1と第2の指紋登録テンプレートが両方とも前記個人に関連し、前記第1の
指紋登録テンプレートが、前記個人の登録指の摩擦隆線面の一部を走査することによって
作成されたものであり、前記第2の指紋登録テンプレートが、前記個人の前記登録指の前
記摩擦隆線面の別の一部を走査することによって作成されたものである、手段と、
　指の摩擦隆線面の一部を走査することによって作成された指紋照会テンプレートを取得
するための手段と、
　前記指紋照会テンプレートを前記第1の指紋登録テンプレートと比較することによって
第1のマッチスコアを作成し、前記指紋照会テンプレートを前記第2の指紋登録テンプレー
トと比較することによって第2のマッチスコアを作成するための手段と、
　合成マッチスコア合計を作成するために複数のマッチスコアを合計するための手段であ
って、
　　前記第1のマッチスコアおよび前記第2のマッチスコアが、前記複数のマッチスコアの
うちのマッチスコアであり、
　　各マッチスコアが、前記指紋照会テンプレートを、前記個人に関連する複数の指紋登
録テンプレートのうちの異なる指紋登録テンプレートと比較することによって作成され、
　　前記第1の指紋登録テンプレートおよび前記第2の指紋登録テンプレートが、前記複数
の指紋登録テンプレートに含まれ、
　　前記複数のマッチスコアのうちの少なくとも1つのマッチスコアが、前記複数のマッ
チスコアのうちのその他のマッチスコアに加算される前に、重み付け係数を掛けられて、
前記合成マッチスコア合計が作成される、手段と、
　前記合成マッチスコア合計を許容範囲と比較することによって前記個人を認証するため
の手段と、
を備え、
　各重み付け係数が、前記重み付け係数を掛けられることになる前記マッチスコアが作成
された前記指紋登録テンプレートに関連する品質値に基づき、
　前記品質値が、前記品質値に関連する前記指紋登録テンプレートの画像コントラストと
、前記品質値に関連する前記指紋登録テンプレートの信号対雑音比と、前記指紋照会テン
プレートがどれくらい前記品質値に関連する前記指紋登録テンプレートと重なるかと、か
らなるグループから選択された1つまたは複数のアイテムに基づく、
システム。
【請求項２２】
　前記指紋照会テンプレートを取得するための手段がエリアアレイセンサである、請求項
21に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記指紋照会テンプレートを取得するための手段が超音波センサである、請求項21に記
載のシステム。
【請求項２４】
　前記複数のマッチスコアのうちの各マッチスコアが、前記複数のマッチスコアのうちの
その他のマッチスコアに加算される前に、対応する重み付け係数を掛けられて、前記合成
マッチスコア合計が作成される、請求項21に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記指紋照会テンプレートが前記指紋登録テンプレートのうちの1つまたは複数よりも
良い品質であると決定すること、
　最も品質の悪い指紋登録テンプレートを廃棄すること、および、
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　前記廃棄された指紋登録テンプレートを前記指紋照会テンプレートで置き換え、それに
より前記指紋照会テンプレートを前記指紋登録テンプレートのうちの1つにすること、
を行うための手段をさらに含む、請求項21に記載のシステム。
【請求項２６】
　個人に関連する第1の指紋登録テンプレートを取得するステップであって、前記第1の指
紋登録テンプレートが、前記個人の登録指の摩擦隆線面の一部を走査することによって作
成されたものである、ステップと、
　前記個人に関連する第2の指紋登録テンプレートを取得するステップであって、前記第2
の指紋登録テンプレートが、前記個人の前記登録指の前記摩擦隆線面の別の一部を走査す
ることによって作成されたものである、ステップと、
　指紋照会テンプレートを取得するステップであって、前記指紋照会テンプレートが、指
の摩擦隆線面の一部を走査することによって作成されたものである、ステップと、
　前記指紋照会テンプレートを前記第1の指紋登録テンプレートと比較することによって
第1のマッチスコアを作成するステップと、
　前記指紋照会テンプレートを前記第2の指紋登録テンプレートと比較することによって
第2のマッチスコアを作成するステップと、
　合成マッチスコア合計を作成するために複数のマッチスコアを合計することであって、
　　前記第1のマッチスコアおよび前記第2のマッチスコアが、前記複数のマッチスコアの
うちのマッチスコアであり、
　　各マッチスコアが、前記指紋照会テンプレートを、前記個人に関連する複数の指紋登
録テンプレートのうちの異なる指紋登録テンプレートと比較することによって作成され、
　　前記第1の指紋登録テンプレートおよび前記第2の指紋登録テンプレートが、前記複数
の指紋登録テンプレートに含まれ、
　　前記複数のマッチスコアのうちの少なくとも1つのマッチスコアが、前記複数のマッ
チスコアのうちのその他のマッチスコアに加算される前に、重み付け係数を掛けられて、
前記合成マッチスコア合計が作成される、ステップと、
　前記合成マッチスコア合計を許容範囲と比較することによって前記個人を認証するステ
ップと、
をコンピュータに行わせるための命令を記憶した、非一時的なコンピュータ可読ストレー
ジ媒体であって、
　各重み付け係数が、前記重み付け係数を掛けられることになる前記マッチスコアが作成
された前記指紋登録テンプレートに関連する品質値に基づき、
　前記品質値が、前記品質値に関連する前記指紋登録テンプレートの画像コントラストと
、前記品質値に関連する前記指紋登録テンプレートの信号対雑音比と、前記指紋照会テン
プレートがどれくらい前記品質値に関連する前記指紋登録テンプレートと重なるかと、か
らなるグループから選択された1つまたは複数のアイテムに基づく、
非一時的なコンピュータ可読ストレージ媒体。
【請求項２７】
　前記命令がさらに、前記指紋照会テンプレートを得るために照会指の摩擦隆線面の一部
を走査するようエリアアレイセンサに命令するステップを前記コンピュータに行わせる、
請求項26に記載の非一時的なコンピュータ可読ストレージ媒体。
【請求項２８】
　前記命令がさらに、前記指紋照会テンプレートを得るために照会指の摩擦隆線面の一部
を走査するよう超音波センサに命令するステップを前記コンピュータに行わせる、請求項
26に記載の非一時的なコンピュータ可読ストレージ媒体。
【請求項２９】
　前記複数のマッチスコアのうちの各マッチスコアが、前記複数のマッチスコアのうちの
その他のマッチスコアに加算される前に、対応する重み付け係数を掛けられて、前記合成
マッチスコア合計が作成される、請求項26に記載の非一時的なコンピュータ可読ストレー
ジ媒体。
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【請求項３０】
　前記命令がさらに、
　前記指紋照会テンプレートが前記指紋登録テンプレートのうちの1つまたは複数よりも
良い品質であると決定するステップと、
　最も品質の悪い指紋登録テンプレートを廃棄するステップと、
　前記廃棄された指紋登録テンプレートを前記指紋照会テンプレートで置き換え、それに
より前記指紋照会テンプレートを前記指紋登録テンプレートのうちの1つにするステップ
と、
を前記コンピュータに行わせる、請求項26に記載の非一時的なコンピュータ可読ストレー
ジ媒体。
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